
※契約内容の詳細につきましては、各担当課にお問い合わせ下さい。
令和５年10月１日から令和６年３月31日までの随意契約
【消防本部】

担当課 契約名称 契約締結日 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
契約金額

（円）
（税込）

随意契約によることとした理由

消防総務課
八尾消防栄町出張所仮眠室空調機取替
修繕

令和6年1月10日 有限会社　ミタカ冷機 八尾市安中町６丁目５番４号 789,800
　同社が保守点検する設備であり、対象設備について熟
知しており、最も適切かつ迅速に業務履行できるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

指令課 携帯無線機修繕 令和6年2月26日 沖電気工業株式会社　関西支社 大阪市中央区備後町二丁目６番８号 759,000
　当該措置は同社が製作した機器であり、同社のみが運
用しているため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

令和５年度　随意契約の公表（消防本部）
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